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正
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◇
岐
阜
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
五
号
） 

一 

政
務
調
査
費
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
支
出
の
金
額
に
か

か
わ
ら
ず
、
領
収
書
そ
の
他
の
証
拠
書
類
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第

八
条
関
係
） 

二 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

◇
岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第

四
六
号
） 

一 

旅
行
諸
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
一
日
当
た
り
五
千
円
を
三
千
円
に
減
額
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第

四
条
関
係
） 

二 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

◇
岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
月
額
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第

四
七
号
） 

一 

議
員
報
酬
の
月
額
を
減
額
す
る
期
間
を
一
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
本
則
関
係
） 

二 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

◇
岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
の
指
定
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
四
八
号
） 

一 

指
定
金
融
機
関
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
金
融
機
関
及
び
期
間
に
つ
い
て
議
決
を
要
す
る
こ

と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 

二 
知
事
は
、
毎
年
度
、
指
定
金
融
機
関
の
公
金
の
収
納
の
事
務
等
の
状
況
を
議
会
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

三 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 
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条 
 
 
 

例 

 

岐
阜
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号 

 
 
 

岐
阜
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

岐
阜
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
三
項
中
「
に
よ
る
支
出
の
う
ち
一
件
三
万
円
以
上
の
も
の
」
を
「
の
支
出
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
岐
阜
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後

に
交
付
す
る
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
交
付
さ
れ
た
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

―
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
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平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

岐
阜
県
条
例
第
四
十
六
号 

 
 
 

岐
阜
県
議
会
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員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
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を
改
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る
条
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岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
二

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
五
千
円
」
を
「
三
千
円
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
同
日

前
に
出
発
し
、
か
つ
、
同
日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
同
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ

い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
同
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
同
日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
月
額
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
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県
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岐
阜
県
条
例
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四
十
七
号 

 
 
 

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
月
額
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
月
額
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 
 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
の
指
定
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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成
二
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年
三
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二
十
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岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
の
指
定
に
関
す
る
条
例 

 
（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
県
の
指
定
金
融
機
関
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

指
定
金
融
機
関
の
公
金
の
収
納
又
は
支
払
の
事
務
の
適
正
な
執
行
及
び
県
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
資

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
指
定
金
融
機
関
の
指
定
） 
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第
二
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
金
融
機
関
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、
県
の
公
金
の
収
納
又
は
支
払
の

事
務
を
取
り
扱
う
金
融
機
関
及
び
そ
の
取
り
扱
う
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
指
定
金
融
機
関
の
状
況
の
報
告
） 

第
三
条 

知
事
は
、
毎
年
度
、
指
定
金
融
機
関
の
公
金
の
収
納
又
は
支
払
の
事
務
及
び
公
金
の
預
金
の

状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
概
要
を
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
県
の
公
金
の
収
納
又
は
支
払
の
事
務
を
取
り
扱
う
指
定
金
融
機
関
に

つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
議
会
の
議
決

を
経
て
、
そ
の
取
り
扱
う
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
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